
天童市低入札価格調査制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事の入札において、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項及び第２項（第１６７条の１３

において準用する場合を含む。）の規定に基づき落札者を決定するために行う調

査（以下「低入札価格調査」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（対象工事） 

第２条 本制度の対象となる工事は、競争入札に付する建設工事のうち、天童市建

設工事最低制限価格制度実施要綱（令和４年市告示第１号。）における最低制限価

格を設定しない建設工事（以下「工事」という。）とする。 

（調査基準価格の設定） 

第３条 契約担当者は、工事を競争入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごと

に、低入札価格調査を行う基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）を

定めるものとする。この場合において、当該工事の契約担当者は、予定価格を記

載する書面の下部に調査基準価格について明示するものとする。 

（入札の執行） 

第４条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者の入札価格が

調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。 

（失格数値基準） 

第５条 前条に規定する場合において、入札執行者は、調査基準価格を下回る入札

を行った全ての者について、その者の提出した積算内訳書に基づき、市長が別に

定める失格数値基準を下回るかを確認するものとする。 

２ 市長は、前項の積算内訳書に計上されている経費の額のいずれかが前項の失格

数値基準を下回り、又は当該額の合計が入札価格と一致しない入札者を失格とす

る。 

（低入札価格調査の実施） 

第６条 前条第２項の規定により失格とならない者のうち、最低の価格をもって入

札を行った者（以下「最低価格入札者」という。）について、当該工事の所管課

長（以下「所管課長」という。）は、次の各号に該当するか否かの調査を行うも

のとする。 

(1) 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるこ

と。 

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であること。 

（公正入札調査委員会への付議） 

第７条 所管課長は、前条の調査結果を天童市公正入札調査委員会（以下「委員会」



という。）に付議しなければならない。 

２ 委員会は、最低価格入札者が前条各号に該当するか否かを審議し、その結果を

入札執行者及び所管課長に通知するものとする。 

（落札者の決定等） 

第８条 入札執行者は、前条第２項の通知において最低価格入札者が第６条各号の

いずれにも該当しない場合はその者を落札者と決定し、又は同条各号のいずれか

に該当する場合はその者を落札者と決定しないものとする。 

２ 入札執行者は、前項の規定により当該最低価格入札者を落札者と決定しないこ

ととした場合は、予定価格の範囲内の価格をもって入札を行った者のうち、当該

最低価格入札者の次に低い価格をもって入札を行った者（以下「次順位者」とい

う。）を落札者とする。ただし、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回って

いる場合は、次順位者について前２条の規定を準用し調査を行い、委員会に付議

するものとし、その結果により前項及び本項に基づき落札者とするか否かの決定

を行うものとする。 

３ 前項の規定によってもなお落札者が決定しない場合は、以下順次、前項の規定

を適用する。 

４ 入札執行者は、落札者の決定等の結果を入札に参加した者全員に通知するもの

とする。 

（監督体制） 

第９条 前条により決定された落札者が調査基準価格を下回る価格で入札を行った

者であった場合は、所管課長は、当該工事の下請負の状況、現場管理等について

監督を強化するものとする。 

２ 工事の監督体制等に関しては、低入札価格調査制度対象工事に係る監督体制等

の強化について（平成６年３月３０日付け建設省厚発第１２６号）の規定を準用

する。 

（閲覧に供する書面への特記） 

第１０条 低入札価格調査を実施した場合は、当該工事に係る入札結果等を公表す

る際に、閲覧に供する入札調書の写しの摘要欄等に「低入札価格調査実施」と記

載するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第１１条 工事の入札に係る入札公告及び入札通知書には、低入札価格調査制度を

適用する旨及び入札条件に次の事項を記載し、入札参加者へ周知するものとする。 

(1) 調査基準価格を下回る価格の入札者については、調査を行った上で落札する

か否かを決定すること。 

(2) 調査基準価格を下回る価格の入札者が落札決定を受けるためには、調査に応

じなければならないこと。 

(3) 調査基準価格を下回る価格の入札者は、調査の結果により落札者としない場



合があること。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 


